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は
じ
め
に

　

行
政
相
談
委
員
制
度
は
、
当
初
、
昭
和
30
年
に

ス
タ
ー
ト
し
た
行
政
管
理
庁（
※
１
）の
行
政
相
談
の

窓
口
が
、
管
区
又
は
地
方
行
政
監
察
局（
※
２
）に
限

定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て

は
地
理
的
に
不
便
で
あ
り
、
ま
た
、
苦
情
を
申
し

出
る
べ
き
相
手
が
行
政
監
察
局
と
い
う
役
所
で
あ

る
た
め
、
一
般
の
国
民
に
と
っ
て
は
、
気
軽
さ
や

親
し
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
難
点
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
行
政
相
談
の
窓
口
を
地
域
住
民
の
中
に
開

き
、
そ
の
相
談
に
応
じ
る
者
と
し
て
民
間
の
有
識

者
を
充
て
る
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
36
年
に
設
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
行
政
相
談
委
員
制
度
が
設
け
ら
れ
た

経
緯
な
ど
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
１　

現
総
務
省

※
２ 　

現
管
区
行
政
評
価
局
、
行
政
評
価
事
務
所
、
行

政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

１　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
発
足

⑴　

行
政
相
談
委
員
設
置
の
経
緯

　

昭
和
35
年
、
内
閣
は
、
人
事
院
の
国
家
公
務
員

給
与
改
定
勧
告
を
受
け
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

閣
議
決
定（
昭
和
35
年
10
月
14
日
）を
行
い
、
そ
の

際
、
併
せ
て
、
次
の
事
項
も
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
 「

…
行
政
運
営
改
善
の
推
進
機
関
を
設
け
、
あ

わ
せ
て
、
人
事
管
理
態
勢
を
整
備
強
化
す
る
と

と
と
も
に
、
行
政
監
察
を
強
化
し
、
広
く
国
民

の
意
見
並
び
に
苦
情
を
系
統
的
に
収
集
組
織
化

し
て
、
国
民
に
よ
る
行
政
改
善
推
進
態
勢
を
確

立
し
、
行
政
運
営
の
画
期
的
改
善
、
能
率
化
を

は
か
る
も
の
と
す
る
。」

　

行
政
管
理
庁
で
は
そ
の
趣
旨
に
沿
い
、
行
っ
て

い
る
行
政
監
察
及
び
行
政
相
談
業
務
に
関
し
、「
国

民
の
意
見
並
び
に
苦
情
を
系
統
的
に
収
集
し
て
、

国
民
に
よ
る
行
政
改
善
推
進
態
勢
を
確
立
」
す
る

た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
慎
重
に
検
討
が
重
ね
ら

れ
ま
し
た
。

　

事
務
当
局
に
は
、
従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
行
政

相
談
制
度
を
組
織
、
陣
容
の
面
で
拡
大
強
化
す
べ

き
で
あ
る
と
の
意
見
と
、
例
え
ば
、
人
権
擁
護
委

員
制
度
の
ご
と
く
民
間
人
を
通
じ
て
苦
情
等
を
吸

収
す
る
方
法
等
を
考
慮
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意

見
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
高
橋
進
太
郎
行
政
管
理
庁
長
官
は
、「
今

日
こ
そ
、
わ
が
行
政
管
理
庁
が
水
戸
黄
門
の
役
を

進
ん
で
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、

後
者
の
方
策
を
選
ぶ
と
い
う
裁
断
を
下
し
、
こ
の

構
想
の
下
に
「
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
」
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
巡
回
苦
情
相
談
の
強

化
、
行
政
民
主
化
懇
談
会
の
開
催
等
を
行
う
と
の

方
針
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、「
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
規
則
」

（
昭
和
36
年
４
月
15
日 

訓
令
第
１
号
）が
制
定
さ

れ
、
国
民
各
界
各
層
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
等
の

受
付
そ
の
他
の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
業

務
等
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
全
国
に
８
８
２
人
の
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
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員
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
初
め
て
行

政
相
談
委
員
制
度
の
誕
生
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

⑵　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
意
義

　

行
政
管
理
庁
で
は
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦

情
等
を
聞
い
て
そ
の
解
決
を
促
進
す
る
た
め
、
昭

和
30
年
か
ら
窓
口
を
開
設
し
て
国
民
か
ら
の
相
談

に
応
じ
る｢

行
政
相
談
制
度｣

を
新
設
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、年
々
受
付
件
数
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、

国
民
各
層
に
お
け
る
社
会
的
評
価
も
高
ま
り
、
こ

の
実
績
が
認
め
ら
れ
て
、
昭
和
35
年
に
は
行
政
管

理
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
法
制
化
さ
れ
、
ま
た
、

行
政
相
談
の
実
施
体
制
が
一
応
整
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
相
談
に
応
ず
る
窓
口
は
、
管
区

行
政
監
察
局
又
は
地
方
行
政
監
察
局
に
限
定
さ
れ

て
い
た
た
め
、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
は
地
理

的
に
不
便
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
苦
情
を
持
っ
て

い
て
も
申
し
出
る
べ
き
相
手
が
行
政
監
察
局
と
い

う
役
所
で
あ
る
た
め
、一
般
の
国
民
に
と
っ
て
は
、

気
軽
さ
や
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
難
点
が

あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
り
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
相
談

窓
口
を
地
域
住
民
の
中
に
開
き
、
か
つ
、
そ
の
相

談
に
応
じ
る
者
と
し
て
民
間
の
有
識
者
を
充
て
る

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
行
政
相
談
制
度
の
発
展
に

と
っ
て
画
期
的
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
声
を
幅

広
く
吸
収
し
て
そ
の
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
行

政
相
談
制
度
本
来
の
意
図
を
実
現
し
得
る
体
制
が

整
っ
た
と
い
え
ま
す
。

２　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
法
制
化

⑴　

行
政
相
談
委
員
法
制
定
ま
で
の
経
緯

　

行
政
相
談
委
員
制
度
は
、
先
ず
訓
令
に
よ
っ
て

「
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
」
と
し
て
誕
生
し
、

そ
の
後
、昭
和
37
年
の「
行
政
相
談
委
員
規
則
」（
昭

和
37
年
９
月
15
日
訓
令
第
６
号
）の
制
定
に
よ
り
、

「
行
政
相
談
委
員
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
ま
し
た

が
、行
政
相
談
委
員
の
取
扱
件
数
は
年
々
増
加
し
、

そ
の
業
績
は
、
誠
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
な
行
政
相
談
委
員
活
動
の
活
発
化
に

伴
い
、
昭
和
40
年
の
初
め
頃
か
ら
、
行
政
相
談
委

員
制
度
の
法
制
化
を
望
む
声
が
行
政
相
談
委
員
側

か
ら
急
速
に
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
①
法
律
上
の
制

度
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
相
談
委
員
の
権

威
を
高
め
、
そ
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
図
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
②
業
務
遂
行
を
円
滑
か
つ
能
率

的
に
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
独
自
の
法
律
上
の

権
限
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

③
民
生
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
類
似
の
性
質
の

職
務
を
行
う
も
の
は
当
初
か
ら
法
律
上
の
委
員
と

な
っ
て
お
り
、
行
政
相
談
委
員
の
み
が
法
律
上
の

委
員
で
な
い
こ
と
は
不
合
理
で
、
実
際
上
も
支
障

が
あ
る
こ
と
等
が
主
な
理
由
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
事
務
当
局
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
代

行
政
管
理
庁
長
官
も
法
制
化
の
必
要
を
認
め
、
行

政
相
談
委
員
制
度
の
法
制
化
と
処
遇
改
善
等
に
つ

い
て
善
処
方
が
言
明
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に

第
48
回
国
会
に
お
い
て
増
原
惠
吉
行
政
管
理
庁
長

官
が
、「
次
の
通
常
国
会
ま
で
に
は
、十
分
検
討
し
、

法
律
案
を
ま
と
め
た
い
。」
旨
の
答
弁
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
事
務
当
局
に
お
い
て
も
、
こ
の
問

題
と
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
と
な
り
、
昭
和

40
年
の
秋
か
ら
、
法
制
化
の
具
体
的
作
業
に
取
り

か
か
り
ま
し
た
。

⑵　

行
政
相
談
委
員
法
成
立
の
経
過

ア　

原
案
の
作
成

　

こ
こ
で
行
政
相
談
委
員
法
制
定
当
時
、
特
に
問

題
と
さ
れ
た
事
項
と
そ
の
調
整
過
程
に
つ
い
て
振

り
返
っ
て
み
ま
す
と
、法
案
作
業
に
か
か
る
直
前
、

た
ま
た
ま
国
会
開
会
を
控
え
、
政
府
は
、
法
案
の

濫
造
を
戒
め
る
意
味
か
ら
、
法
律
の
制
定
は
、
そ

の
内
容
が
国
民
の
権
利
義
務
に
直
接
関
係
す
る
も

の
の
み
に
限
定
す
る
と
の
原
則
を
確
認
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
行
政
相
談
委
員
制
度
を
法
制
化

す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。

　

行
政
管
理
庁
と
し
て
は
、
行
政
相
談
委
員
制
度

の
充
実
強
化
は
、
行
政
相
談
委
員
の
積
極
的
活
動
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立
っ
て
、双
方
の
信
頼
と
尊
敬
を
受
け
な
が
ら
、

自
ら
の
責
任
で
そ
の
解
決
に
奉
仕
す
る
も
の
と

い
た
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
り
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
個
々
の
苦
情
の
解
決
の

促
進
に
努
力
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
苦
情

相
談
を
受
け
た
体
験
に
基
づ
い
て
、
行
政
運
営

の
改
善
に
関
す
る
意
見
が
あ
れ
ば
、
行
政
管
理

庁
長
官
に
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
、
国
は
行
政
相
談
委
員
か
ら
も
、
す
ぐ
れ

た
改
善
意
見
の
提
出
を
期
待
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
そ
の
扱
う
業
務
の
性
質

か
ら
、
業
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
す

こ
と
お
よ
び
そ
の
地
位
を
政
党
又
は
政
治
的
目

的
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
等
の
規
定
を

設
け
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
名
誉
職
的
な
性
格
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
国
か
ら
の
報

酬
は
一
切
こ
れ
を
受
け
な
い
こ
と
を
規
定
す
る

と
と
も
に
、
業
務
を
遂
行
す
る
に
要
す
る
費
用

は
、
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
行
政
管
理
庁
長
官
の
委
嘱
を
受
け
て

い
る
行
政
相
談
委
員
に
つ
い
て
必
要
な
経
過
規

定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
本
法
案
の
施
行
期
日

は
、
昭
和
41
年
７
月
１
日
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
こ
の
法
案
を
提
案
い
た
し
ま
し
た

理
由
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
が
、
な
に
と

の
受
付
を
お
願
い
し
、
少
し
で
も
多
く
の
苦
情

を
あ
っ
せ
ん
解
決
す
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
現
在
の
行
政
相
談
委
員
は
、
人
権

擁
護
委
員
、
民
生
委
員
等
法
律
で
置
か
れ
た
委

員
に
比
べ
て
何
か
と
活
動
の
う
え
に
不
便
を
か

け
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ

の
た
び
、
行
政
相
談
委
員
を
名
誉
職
的
な
、
権

威
の
高
い
も
の
と
し
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
明

確
に
し
、
苦
情
相
談
の
事
案
に
つ
い
て
自
ら
助

言
を
し
、
お
よ
び
通
知
す
る
等
の
道
を
開
い
て

苦
情
解
決
の
促
進
を
図
る
な
ど
の
点
を
法
律
を

も
っ
て
定
め
、
行
政
相
談
委
員
制
度
の
よ
り
効

果
的
な
発
展
を
図
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
こ
の

法
案
を
提
案
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
本
法
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
い
た

し
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
国
の
行
政
機
関
お
よ
び

一
部
の
特
殊
法
人
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
相

談
に
応
じ
て
、
必
要
な
助
言
を
し
、
お
よ
び
こ

れ
を
関
係
の
行
政
機
関
等
に
通
知
し
、
そ
の
解

決
の
促
進
に
資
す
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
業
務

と
し
、
こ
れ
を
行
政
管
理
庁
長
官
か
ら
民
間
の

有
識
者
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
政
相
談
の
業
務
を
民
間
の

有
識
者
に
委
嘱
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の

は
、
そ
の
業
務
の
性
質
か
ら
み
て
、
行
政
管
理

庁
の
一
員
が
こ
れ
に
当
た
る
よ
り
も
、
国
民
の

身
近
に
い
る
有
識
者
が
役
所
と
国
民
の
間
に

を
助
長
し
、
行
政
の
民
主
化
と
国
民
の
権
利
利
益

の
簡
易
迅
速
な
救
済
を
促
進
す
る
仕
組
み
を
確
立

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、ま
た
、

行
政
相
談
業
務
の
重
要
性
と
行
政
相
談
委
員
の
果

た
し
て
い
る
役
割
、
さ
ら
に
は
、
純
然
た
る
民
間

人
を
行
政
相
談
委
員
と
し
、
そ
れ
に
行
政
相
談
と

い
う
特
定
の
業
務
と
独
自
の
権
限
を
与
え
る
こ
と

の
意
義
等
を
極
力
強
調
し
、
関
係
者
の
了
解
を
得

ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
法
案
の
作
成
に
は
、
種
々
の
困

難
が
あ
り
ま
し
た
が
、
政
府
部
内
の
調
整
が
完
了

し
、
昭
和
41
年
４
月
15
日
、
政
府
案
と
し
て
閣
議

決
定
さ
れ
、
翌
16
日
に
第
51
回
国
会
へ
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

イ　

国
会
に
お
け
る
審
議

　

行
政
相
談
委
員
法
案
は
、参
議
院
先
議
と
さ
れ
、

昭
和
41
年
４
月
19
日
、
同
院
の
内
閣
委
員
会
に
お

い
て
次
の
と
お
り
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

〔
行
政
相
談
委
員
法
案
提
案
理
由
説
明
〕

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
行
政
相
談
委

員
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
お

よ
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

行
政
管
理
庁
は
、
昭
和
36
年
か
ら
民
間
の
有

識
者
に
行
政
相
談
委
員
を
委
嘱
し
、
全
国
各
地

に
お
い
て
行
政
機
関
等
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
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行
政
相
談
委
員
は
、行
政
相
談
委
員
法
に
よ
り
、

そ
の
業
務
に
関
し
て
国
か
ら
報
酬
を
受
け
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
お
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ

の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。３　

行
政
相
談
委
員
活
動
の
充
実

⑴　

行
政
相
談
委
員
数
の
推
移

　

行
政
相
談
委
員
数
の
推
移
は
次
表
の
と
お
り
で

す
。

　

昭
和
36
年
７
月
の
発
足
当
初

（
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
、

37
年
９
月
に
行
政
相
談
委
員
と

改
称
）の
数
は
８
８
２
人
で
あ

り
、
全
国
の
主
要
な
市
町
村
の

み
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
後
逐
次
増
員
さ
れ
、

39
年
度
に
は
３
，
６
０
５
人
と

な
り
、
全
国
の
各
市
町
村
に
配

置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
昭
和
47
年
度
に

は
、
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
の

発
足
に
伴
い
55
人
、
48
年
度
に

は
大
都
市
を
中
心
に
９
１
６

人
、
56
年
度
に
は
市
部
の
人
口

増
加
に
対
応
し
て
２
１
３
人
が

増
員
さ
れ
４
，
７
８
９
人
と
な

伝
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

担
当
区
域
に
お
い
て
業
務
を
行
う
に
際
し
、
そ
の

氏
名
と
業
務
活
動
の
内
容
が
地
域
住
民
に
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
訓
令

委
員
の
場
合
に
も
同
様
の
業
務
が
課
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

（
意
見
の
陳
述
）

　

行
政
相
談
委
員
法
第
４
条
に
よ
れ
ば
、
行
政
相

談
委
員
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
行
政

運
営
の
改
善
に
関
す
る
意
見
を
総
務
大
臣
に
対
し

て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
行
政
相
談
委
員
の
権
威
を
高
め
る
と

と
も
に
、
国
民
の
生
の
声
を
直
接
受
け
る
行
政
相

談
業
務
を
通
じ
て
得
た
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す

る
意
見
を
行
政
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
行
政
相
談
委
員
法
の
制
定
に
伴
い
付
与
さ
れ

た
新
た
な
権
限
で
す
。

（
身
分
）

　

訓
令
委
員
の
場
合
に
は
、
行
政
管
理
庁
長
官
の

指
揮
監
督
を
受
け
て
そ
の
業
務
の
一
部
を
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
行
政
相
談
委
員
法
に
よ
る

行
政
相
談
委
員
は
、
上
記
の
業
務
を
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
有
識
者
で
あ
り
、
自
ら
の
責

任
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
権
能
を
法
定

す
る
も
の
で
す
の
で
、
国
家
公
務
員
法（
昭
和
22

年
法
律
第
１
２
０
号
）上
の
公
務
員
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

（
費
用
）

ぞ
慎
重
御
審
議
の
う
え
、
す
み
や
か
に
御
可
決

あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
注
） ゴ
シ
ッ
ク
は
全
相
協
50
周
年
記
念
誌
編
集
班
に

よ
る
も
の

　

そ
の
後
、
両
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
数
回
の
審
議
が
行
わ
れ
、昭
和
41
年
５
月
27
日
、

参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
ま
た
、
６
月
25
日
、

衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
政
府
原
案

ど
お
り
可
決
成
立
し
、
６
月
30
日
法
律
第
99
号
と

し
て
公
布
さ
れ
、
翌
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

⑶　

行
政
相
談
委
員
の
業
務
内
容
と
性
格

（
業
務
）

　

訓
令
に
よ
る
行
政
相
談
委
員（
以
下
「
訓
令
委

員
」
と
い
う
。）で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
単
な
る
申

出
人
と
管
区
行
政
監
察
局
等
と
の
間
の
事
実
上
の

取
次
的
な
存
在
で
し
た
が
、
行
政
相
談
委
員
法
の

制
定
に
よ
り
法
律
上
の
固
有
の
権
限
と
し
て
行
政

機
関
等
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
に
応
じ

て
、
申
出
人
に
必
要
な
助
言
を
し
、
総
務
省
又
は

当
該
関
係
行
政
機
関
等
に
そ
の
苦
情
を
通
知
す
る

委
員
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
委
嘱
期
間
）

　

委
嘱
期
間
は
訓
令
委
員
時
に
は
１
年
で
し
た

が
、行
政
相
談
委
員
法
で
は
２
年
と
な
り
ま
し
た
。

（
啓
発
・
宣
伝
）

　

行
政
相
談
委
員
は
、
業
務
に
関
す
る
啓
発
、
宣

全相協50周年記念特集

行政相談委員数の推移
 （単位：人）

年度 昭和
36

　
37

　
38 39～46

　
47 48～55

56～
平成２ ３～18 19～

委員数 882 1,775 2,690 3,605 3,660 4,576 4,789 5,046 5,011
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開
設
す
る
な
ど
各
種
の
相
談
委
員
制
度
が
有
機
的

に
機
能
す
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

エ　

行
政
相
談
委
員
の
取
扱
件
数

　

行
政
相
談
委
員
の
先
達
等
の
活
動
に
よ
り
行
政

相
談
業
務
が
軌
道
に
乗
る
と
と
も
に
、
行
政
相
談

委
員
の
受
付
件
数
も
増
加
し
、昭
和
36
年
度
の
９
，

１
４
９
件
か
ら
平
成
29
年
度
に
は
８
万
７
０
９
件

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
そ
の
担
当
区
域
に
お
い
て

定
例
相
談
、
巡
回
相
談
等
の
諸
活
動
を
積
極
的
に

実
施
し
て
お
り
、
地
域
住
民
の
身
近
に
相
談
窓
口

を
設
け
た
趣
旨
が
、
行
政
相
談
委
員
の
熱
意
と
活

動
の
活
性
化
に
よ
っ
て
現
実
に
機
能
し
定
着
化
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
行
政
相
談
委
員
は
、
定
例
相
談
、
巡
回

相
談
、
人
権
擁
護
委
員
や
民
生
委
員
等
当
該
市
町

村
に
配
置
さ
れ
て
い
る
各
種
委
員
と
の
連
絡
協
議

会
の
開
催
等
を
通
じ
、
あ
る
い
は
地
元
市
町
村
広

報
紙
や
有
線
放
送
の
利
用
や
地
元
の
様
々
な
座
談

会
等
に
出
席
し
て
行
政
相
談
制
度
の
紹
介
を
行
う

等
に
よ
り
、
そ
の
業
務
及
び
行
政
相
談
制
度
の
広

報
に
努
め
て
い
ま
す
。
委
員
の
取
扱
件
数
が
総
受

付
件
数
の
50
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
行
政
相
談
委
員
の
地
道
な
啓
発
・
宣
伝
活

動
の
成
果
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

オ　

行
政
相
談
出
前
教
室
の
展
開

で
開
設
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
会
場
か
ら
遠
隔
地
の

住
民
に
は
不
便
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
を
考
慮
し

て
、
市
町
村
内
の
各
地
を
巡
回
し
て
市
町
村
役
場

の
支
所
・
出
張
所
、
公
民
館
等
に
お
い
て
も
相
談

所
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
29
年
度
は
、
全

国
で
延
べ
４
万
５
，４
０
５
回
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

イ　

地
域
に
お
け
る
民
意
の
把
握

　

行
政
相
談
委
員
は
、
国
民
の
声
を
行
政
運
営
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
担
当
の
市
町
村
の
区
域
内
に

お
い
て
、
自
治
会
、
婦
人
会
、
商
工
、
教
育
、
社

会
福
祉
等
の
団
体
の
代
表
者
等
と
行
政
に
関
す
る

懇
談
会
を
開
催
し
、
行
政
運
営
に
関
す
る
様
々
な

苦
情
や
意
見
・
要
望
を
聴
取
し
て
、
関
係
機
関
や

地
元
の
管
区
行
政
評
価
局
等
に
通
知
し
た
り
、
又

は
、
行
政
相
談
委
員
法
第
４
条
に
基
づ
く
意
見
と

し
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
改
善
を
促
進
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま

す
。
平
成
29
年
度
は
、
全
国
で
３
４
９
回
の
行
政

相
談
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

ウ　

各
種
委
員
と
の
連
携
の
強
化

　

我
が
国
に
は
、
多
種
多
様
な
相
談
委
員
が
存
在

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
行
政
相
談
委
員

は
、
国
の
行
政
全
般
に
わ
た
り
相
談
に
応
ず
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
特
色
を
活
か
し
、
自
ら
が
中

心
と
な
っ
て
民
生
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
各
種

委
員
と
の
連
絡
協
議
の
場
を
設
け
、
相
談
事
案
の

相
互
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
合
同
で
相
談
所
を

り
、
平
成
３
年
度
に
は
行
政
相
談
活
動
の
一
層
の

充
実
を
図
り
、
国
民
生
活
に
密
着
し
た
行
政
相
談

業
務
を
推
進
す
る
た
め
２
５
７
人
が
増
員
さ
れ

５
，
０
４
６
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
平
成
19
年
度
に
は
、
行
政
相
談
委
員

活
動
の
実
態
や
市
町
村
合
併
に
よ
る
委
員
活
動
へ

の
影
響
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
行
政
相
談
活
動
の
一

層
の
充
実
を
図
り
、
国
民
生
活
に
密
着
し
た
行
政

相
談
業
務
を
推
進
す
る
た
め
、
委
員
配
置
の
見
直

し
が
行
わ
れ
て
、
そ
れ
以
降
の
委
員
数
は
５
，
０

１
１
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑵　

行
政
相
談
委
員
の
活
動

　

昭
和
36
年
７
月
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
と
し

て
発
足
し
た
行
政
相
談
委
員
の
活
動
は
、
自
宅
に

お
け
る
受
付
を
建
前
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
中
に

は
、
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
の
旺
盛
な
委
員
も
多
く
、

早
く
か
ら
次
に
述
べ
る
よ
う
な
活
動
が
始
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
全
国
的
に
広
ま
る

と
と
も
に
、
後
任
の
行
政
相
談
委
員
に
も
受
け
継

が
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア　

定
例
相
談
及
び
巡
回
相
談
の
実
施

　

行
政
相
談
委
員
は
、
自
宅
に
お
い
て
面
接
や
電

話
で
相
談
を
受
け
付
け
て
い
る
ほ
か
、
地
域
住
民

の
利
便
の
た
め
、
市
町
村
役
場
、
公
民
館
、
集
会

所
等
の
住
民
の
利
用
し
や
す
い
場
所
を
選
ん
で
、

定
期
的
に
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、

定
例
相
談
所
は
、
毎
月
一
定
の
日
に
一
定
の
場
所
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般
向
け
の
テ
キ
ス
ト｢

あ
な
た
の
声
が
暮
ら
し
を

か
え
る｣

を
作
成
、
平
成
29
年
度
か
ら
は
「
困
っ

た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
行
政
相
談
」
を
作
成
し
、
配

賦
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
出
前
教
室

や
行
政
相
談
懇
談
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
る
行
政

相
談
委
員
が
企
画
・
編
集
に
参
加
し
て
作
成
さ
れ

係
業
務
を
行
政
相
談
委
員
自
ら
が
積
極
的
に
行
う

な
ど
、
自
主
自
立
の
委
員
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

公
益
社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議

会（
以
下
「
全
相
協
」
と
い
う
。）で
も
、
行
政
相

談
委
員
活
動
の
新
し
い
取
組
み
と
し
て
の
出
前
教

室
の
開
催
を
支
援
す
る
た
め
、
平
成
18
年
度
に
は

小
学
生
向
け
の
、
翌
19
年
度
に
は
中
学
生
向
け
の

「
出
前
教
室
の
テ
キ
ス
ト
」
を
作
成
し
、
そ
の
後
、

平
成
25
年
度
に
は
改
訂
版｢

み
ん
な
の
声
が
街
を

か
え
る｣

を
、
平
成
26
年
度
に
は
高
校
生
な
ど
一

　

平
成
12
年
度
に
岡
山
で
始
ま
っ
た
出
前
教
室

は
、
行
政
相
談
委
員
や
管
区
行
政
評
価
局
等
の
行

政
相
談
担
当
職
員
が
小
・
中
学
校
等
に
出
向
い
て
、

社
会
科
の
授
業
や
総
合
学
習
の
時
間
な
ど
を
利
用

し
、
そ
の
学
校
の
児
童
・
生
徒
等
を
対
象
に
、
生

活
と
行
政
の
関
わ
り
や
行
政
相
談
の
仕
組
み
な
ど

に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
よ
り
理
解
を
深
め
て
も
ら

う
活
動
で
す
。

　

こ
れ
は
、
行
政
相
談
制
度
に
対
す
る
社
会
的
認

知
度
が
低
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
意
識
か

ら
、
岡
山
行
政
評
価
事
務
所（
現
岡
山
行
政
監
視

行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
）と
行
政
相
談
委
員
が
協
働

で
始
め
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
相
談
に
関

す
る
Ｐ
Ｒ
が
、
成
人
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
方
法

も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
中
心
と
し
た
広
報
主
体
の

も
の
か
ら
、
主
に
児
童
・
生
徒
な
ど
未
成
年
者
を

対
象
と
し
て
社
会
的
認
知
度
を
高
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
出
前
教
室
は
、
小
・
中
学
生
の
頃
か

ら
、
行
政
と
行
政
相
談
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
族
か
ら
の
行
政
相
談
、

地
域
住
民
に
対
す
る
広
報
効
果
な
ど
、
直
接
的
・

間
接
的
に
行
政
相
談
活
動
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

活
動
と
し
て
、
全
国
に
広
が
り
、
そ
の
対
象
も
高

等
学
校
や
大
学
な
ど
に
ま
で
拡
大
し
て
い
ま
す
。

平
成
29
年
度
は
、
全
国
で
３
４
３
回
の
出
前
教
室

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
近
年
は
、
出
前
教
室
開
催
の
た
め
の
関

全相協50周年記念特集

平成18年度平成19年度

平成25年度平成26年度平成29年度
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時
の
予
想
地
域
の
色
分
け
表
示
が
異
な
り
視
聴
者

が
誤
解
し
や
す
い
の
で
、
色
分
け
表
示
を
統
一
し

て
ほ
し
い
。

⑷　

行
政
相
談
委
員
の
研
修

　

行
政
相
談
委
員
は
、
国
の
行
政
全
般
に
わ
た
っ

て
相
談
を
受
け
、
そ
の
処
理
に
当
た
っ
て
お
り
、

自
ず
と
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
広
く
、
幅
広
い
知

識
・
素
養
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
総
務
省
本
省
、
管
区
行
政
評
価
局
・

行
政
評
価
事
務
所
等
が
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
分
担
し

な
が
ら
行
政
相
談
委
員
に
対
す
る
研
修
が
実
施
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
自
主

的
な
研
修
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
相
協
で
は
、
各
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会

（
以
下
「
広
相
協
」
と
い
う
。）や
都
道
府
県
の
行

政
相
談
委
員
協
議
会（
以
下
「
地
相
協
」
と
い
う
。）

と
共
催
で
行
政
相
談
委
員
を
対
象
と
す
る
研
修
を

開
催
す
る
と
と
も
に
、研
修
会
開
催
経
費
の
助
成
、

講
師
の
派
遣
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑸　

行
政
相
談
委
員
に
対
す
る
表
彰
等

　

行
政
相
談
委
員
に
対
す
る
表
彰
等
に
つ
い
て

は
、
総
務
省
が
行
っ
て
い
る
総
務
大
臣
表
彰
、
管

区
行
政
評
価
局
長
表
彰
、
行
政
評
価
事
務
所
長
等

感
謝
状
な
ど
の
ほ
か
、
全
相
協
に
お
い
て
も
独
自

に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

全
相
協
で
は
、
創
設
以
来
、
全
相
協
・
地
相
協

事
例
２　

 

育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
子
の
要
件
の

見
直
し

　

育
児
休
業
法
の
「
子
」
は
、
実
子
又
は
養
子
に

限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の

た
め
に
子
を
監
護
し
て
い
る
期
間
は
、
育
児
休
業

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
法
の「
子
」

の
要
件
を
見
直
し
、
特
別
養
子
縁
組
成
立
前
の
子

の
監
護
中
に
育
児
休
業
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

事
例
３　

 

離
島
に
お
け
る
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試

験
の
実
施

　

住
ん
で
い
る
島
に
は
、
高
校
が
３
校
あ
る
が
、

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
試
験
場
が
設
け
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
受
験
者
は
フ
ェ
リ
ー
等
を
乗
り

継
ぎ
市
内
の
試
験
場
に
行
く
こ
と
と
な
る
。
し
か

し
、
試
験
が
行
わ
れ
る
１
月
は
、
フ
ェ
リ
ー
の
欠

航
が
多
く
、
５
泊
６
日
の
長
期
滞
在
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
な
ど
、
受
験
者
の
経
済
的
・
精
神
的
・
肉

体
的
負
担
が
大
き
い
の
で
、
試
験
場
を
島
内
に
も

設
け
て
ほ
し
い
。

事
例
４　

 
自
動
車
登
録
に
お
け
る
戸
籍
謄
本
等
の

原
本
の
返
却

　

運
輸
支
局
で
相
続
し
た
自
動
車
の
廃
車
手
続
を

行
っ
た
際
、戸
籍
謄
本
等
は
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
。

相
続
時
は
複
数
の
戸
籍
謄
本
等
が
必
要
と
な
り
、

手
数
料
等
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、
提
出
し
た
戸

籍
謄
本
等
の
原
本
を
返
却
し
て
ほ
し
い
。

事
例
５　

津
波
警
報
・
注
意
報
の
表
示
の
統
一

　

テ
レ
ビ
局
に
よ
り
、
津
波
警
報
・
注
意
報
発
表

て
い
ま
す
。

⑶ 　

行
政
相
談
委
員
意
見
に
よ
る
行
政
運
営
の
改

善

　

行
政
相
談
委
員
は
、
そ
の
業
務
の
遂
行
を
通
じ

て
国
民
の
立
場
か
ら
み
た
行
政
運
営
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
問
題
点
の
把
握
と
、
そ
の
改
善
の
た
め

の
意
見
を
得
ら
れ
る
立
場
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
行
政
相
談
委
員
法
第
４
条
に
お
い

て
、「
委
員
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
て
、
業
務
の

遂
行
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
行
政
運
営
の
改
善
に
関

す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
管
区
行
政
評
価
局
・
行

政
評
価
事
務
所
等
で
事
実
確
認
な
ど
を
行
っ
た
上

で
、
本
省（
行
政
評
価
局
）に
報
告
さ
れ
、
本
省
で

は
、
具
体
的
な
改
善
が
ど
の
よ
う
に
図
ら
れ
る
か

な
ど
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
臣
に
対
す
る
行
政
相
談
委
員
意
見
の
陳
述
に

つ
い
て
は
、
そ
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
昭
和
41
年

か
ら
様
々
な
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最

近
の
委
員
意
見
の
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
所
要
の
改
善
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

事
例
１　

期
日
前
投
票
日
の
統
一

　

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
期
日
前
投
票
日
と
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
期
日
前
投
票
日
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
国
民
審

査
の
期
日
前
投
票
日
を
統
一
し
て
ほ
し
い
。
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す
。
非
常
に
心
強
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
深
く

感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
」
と
の
お
こ
と
ば
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

功
労
者
の
顕
彰
で
は
、
行
政
相
談
委
員
制
度
50

周
年
を
記
念
し
て
、
長
く
相
談
活
動
に
精
力
的
に

取
り
組
み
、
ま
た
、
後
進
の
育
成
等
、
行
政
相
談

委
員
制
度
の
発
展
に
寄
与
し
た
現
職
及
び
元
行
政

相
談
委
員
68
名
に
内
閣
総
理
大
臣
感
謝
状
が
贈
呈

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
行
政
相
談
委
員
と
し
て
の
活
動
が
特
に

顕
著
な
行
政
相
談
委
員
97
名
に
総
務
大
臣
表
彰
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
行
政
相
談
委
員
の
果
た
す
べ
き
役
割

と
未
来
へ
の
思
い
を
「
行
政
相
談
委
員
制
度
50
周

年
記
念
宣
言
」
と
し
て
、
神
奈
川
県
横
浜
市
担
当

の
野
田
隆
子
委
員
と
大
阪
府
大
阪
市
担
当
の
白
國

哲
司
委
員
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

式
典
終
了
後
、
記
念
講
演
、
懇
談
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
50
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
総

務
省
で
は
、
平
成
23
年
12
月
５
日
〜
８
日
、「
第

12
回
ア
ジ
ア
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
協
会
会
議
」
を
招

致
、
開
催
し
ま
し
た
。
会
議
は
、
東
京
都
及
び
静

岡
県
に
お
い
て
、「
変
化
す
る
社
会
経
済
の
環
境

に
対
応
す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
課
題
」を
メ
イ
ン
・

テ
ー
マ
に
、
基
調
講
演
、
第
１
会
議
か
ら
第
５
会

と
開
催
さ
れ
て
き
て
お
り
、
平
成
23
年
に
は
50
周

年
の
式
典
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑴　

行
政
相
談
委
員
制
度
50
周
年
記
念
中
央
式
典

　

平
成
23
年
７
月
６
日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
グ

ラ
ン
ド
ア
ー
ク
半
蔵
門
に
お
い
て
、
総
務
省
及
び

全
相
協
の
共
催
に
よ
る
行
政
相
談
委
員
制
度
50
周

年
記
念
中
央
式
典
が
、
天
皇
陛
下
ご
臨
席
の
下
、

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
の
３
月
に
は
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
９
・
０
と
い
う
国
内
観
測
史
上
最
大
規

模
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震（
東
日
本
大
震
災
）

の
発
生
に
よ
り
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
、
関

係
者
の
努
力
に
よ
り
、
予
定
ど
お
り
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

式
典
に
は
、
来
賓
、
行
政
相
談
委
員
等
約
６
０

０
名
の
参
列
が
あ
り
、
天
皇
陛
下
か
ら
お
こ
と
ば

を
賜
る
と
と
も
に
、
菅
直
人
内
閣
総
理
大
臣（
福

山
哲
郎
内
閣
官
房
副
長
官
代
読
）、
横
路
孝
弘
衆

議
院
議
長
、
西
岡
武
夫
参
議
院
議
長
及
び
竹
﨑
博

允
最
高
裁
判
所
長
官
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

特
に
天
皇
陛
下
か
ら
は
「
東
日
本
大
震
災
に
際

し
て
は
、
被
災
地
域
の
行
政
相
談
委
員
が
、
震
災

直
後
か
ら
避
難
所
や
公
民
館
、自
宅
等
に
お
い
て
、

自
主
的
に
被
災
者
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
を
開
始

し
、
仮
設
住
宅
、
当
面
の
生
活
資
金
、
事
業
融
資

な
ど
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
る
な
ど
、
被
災

者
の
た
め
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま

活
動
に
貢
献
し
た
地
相
協
会
長
等
に
対
し
、
全
相

協
会
長
表
彰
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、

当
初
、
年
間
３
人
か
ら
７
人
に
限
ら
れ
て
い
た
た

め
、
被
表
彰
者
の
増
員
を
求
め
る
声
が
あ
が
り
、

昭
和
59
年
度
か
ら
は
全
国
で
１
０
０
人
の
委
員
を

表
彰
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
25
年
の
公
益
社
団
法
人
へ
の
移

行
に
伴
い
、
新
た
に
「
表
彰
規
程
」
を
制
定
し
、

全
相
協
会
長
表
彰
は
、
①
行
政
相
談
委
員
活
動
に

関
し
顕
著
な
功
績
が
あ
っ
た
者
又
は
団
体
、
②
そ

の
他
行
政
相
談
委
員
活
動
の
支
援
に
関
し
顕
著
な

功
績
の
あ
っ
た
者
又
は
団
体
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
し
、
候
補
者
の
推
薦
は
、
広
相
協
が
地
相
協
と

協
議
し
て
行
う
も
の
と
し
ま
し
た
。
平
成
29
年
度

は
、
①
に
該
当
す
る
者
及
び
団
体
が
77
人
、
②
に

該
当
す
る
者
及
び
団
体
が
16
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

平
成
29
年
度
に
は
、
行
政
相
談
委
員
在
職
期
間

の
長
期
化
の
促
進
及
び
行
政
相
談
委
員
組
織
に
よ

る
活
動
の
活
発
化
を
推
進
す
る
た
め
、
表
彰
規
程

に
「
行
政
相
談
委
員
組
織
の
活
動
等
に
関
し
、
特

に
顕
著
な
功
績
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
」
に

対
す
る
特
別
表
彰
の
規
定
を
追
加
し
、
14
人
の
方

を
表
彰
し
ま
し
た
。

４　

行
政
相
談
委
員
制
度
記
念
事
業

　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
記
念
式
典
な
ど
の
記
念

事
業
は
、
こ
れ
ま
で
20
周
年
、
30
周
年
、
40
周
年

全相協50周年記念特集
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つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
表
現
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
テ
ー
マ
に
、
平
成
22
年
7
月
〜
8
月
の
間
、

国
民
か
ら
広
く
標
語
を
募
集
し
ま
し
た
。
応
募
総

数
１
，
１
５
０
作
品
の
中
か
ら
、
愛
知
県
の
中
学

生
の
作
品
「
困
っ
た
ら　

一
人
で
悩
ま
ず　

行
政

相
談
」
が
特
選
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

※ 　

特
選
に
選
ば
れ
た
中
学
生
は
、
標
語
を
作
る

と
き
心
が
け
た
こ
と
と
し
て
「
募
集
し
て
い
た

テ
ー
マ
が
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に
と
書
い
て

あ
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
に
分
か
り
や
す
く
耳
に

残
る
よ
う
な
標
語
に
し
た
い
、
ま
た
、
一
人
で

抱
え
こ
ま
ず
相
談
し
て
ほ
し
い
と
思
い
、『
困
っ

た
ら　

一
人
で
悩
ま
ず　

行
政
相
談
』
と
い
う

ス
ト
レ
ー
ト
な
標
語
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。」

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
相
談
に
期
待
す
る
こ

と
、
や
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
と
し
て
、「
ま

だ
行
政
相
談
を
知
ら
な
い
人
た
ち
が
い
る
と
思

い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
困
っ

て
い
る
多
く
の
人
に
相
談
し
て
ほ
し
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
行
政
相
談
委
員
と
し
て
の

経
験
、
知
識
を
活
か
し
、
柔
軟
な
発
想
で
国
民

の
意
見
を
行
政
に
し
っ
か
り
取
り
入
れ
て
も
ら

う
よ
う
『
困
っ
た
ら　

一
人
で
悩
ま
ず　

行
政

相
談
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
と
行
政
と

を
つ
な
ぐ
懸
け
橋
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
で

す
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。（「
季
刊
行
政
相
談
」

№
１
３
１
行
政
相
談
委
員
制
度
50
周
年
記
念
特

集
号　

か
ら
抜
粋
）

議
ま
で
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

が
開
催
さ
れ
、19
の
国
・

地
域
等
の
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
よ
る
発
表
、
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
国
内
か
ら
は
自
治

体
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、

日
本
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
学

会
の
メ
ン
バ
ー
等
の
有

識
者
、
行
政
相
談
委
員

等
約
１
７
０
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

全
相
協
で
は
、
第
12

回
ア
ジ
ア
・
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
協
会
会
議
の
日
本

開
催
を
支
援
し
た
ほ

か
、
50
周
年
記
念
宣
言

を
全
行
政
相
談
委
員
に
周
知
す
る
た
め
の
50
周
年

記
念
切
手
付
き
カ
ー
ド
を
配
付
し
ま
し
た
。

⑵　

行
政
相
談
委
員
制
度
50
周
年
記
念
切
手

　

平
成
23
年
4
月
15
日
、
行
政
相
談
委
員
制
度
が

50
周
年
を
迎
え
る
こ
と
を
記
念
し
、特
殊
切
手「
行

政
相
談
委
員
制
度
50
周
年
」
が
、
郵
便
事
業
株
式

会
社
か
ら
１
，
０
０
０
万
枚（
１
０
０
万
シ
ー
ト
）

発
行
さ
れ
ま
し
た
。

⑶　

行
政
相
談
委
員
制
度
50
周
年
記
念
標
語

　

総
務
省
で
は
、
行
政
相
談
や
行
政
相
談
委
員
に

記念切手

行政相談委員制度50周年記念宣言

　本日、天皇陛下にご臨席をいただく、行政相談委員制度50周年
を記念する中央式典に当たり、ご列席の皆様、国民の皆様のご理解・
ご支援に深く感謝を申し上げつつ、私たち行政相談委員の思いを
まとめ、ここに宣言します。

一 　私たちは、常に国民の視点から、誠意と公平を大切に、これ
からも国民と行政とをつなぐ懸け橋の役割を果たします。
一 　私たちは、相談者の気持ちを尊重し、「困ったら一人で悩まず
行政相談」と言われるよう相談を受け付けることを旨とします。
一 　私たちは、自らの民間人としての経験・知識を活かし、柔軟
な発想で相談者への対応に当たります。
一 　私たちは、自らの発意と良心にしたがって、最善の活動を行
います。
一 　私たちは、相談者の気持ちが行政に通じるよう相談者の立場
にたって、総務大臣に積極的に意見を具申します。

　なお、この場を借りて、今般の東日本大震災の被災者の皆様に
心からのお見舞いを申し上げるとともに、私たち行政相談委員は、
災害を原因とする国民の相談を積極的に受け付けることを通じて
我が国の復興に貢献する決意であることを、改めて表明いたしま
す。
 平成23年７月６日
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全相協50周年記念特集

（資料）

行政相談委員法
 昭和41年６月30日法律第99号
 昭和58年12月２日法律第80号
 平成11年12月22日法律第160号
 最終改正　平成27年９月11日法律第66号　

 　（目的）
第 １条　この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事
項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。
 　（行政相談委員）
第 ２条　総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱す
ることができる。
　一 　行政機関等（内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成11年法律第89号）第49号第１項及び第２項に規定する機関並び
に国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第３条第２項に規定する機関並びに総務省設置法（平成11年法律第91号）第４
条第１項第13号イからハまでに規定する法人で政令で定めるものをいう。以下同じ。）の業務に関する苦情の相談に応じて、
総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。

　二 　前号の規定により通知した苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等に
おける処理の結果を申出人に通知すること。

２ 　前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市（特別区を含む。附則第2項において同じ。）町村の区
域を定め、かつ、二年以内の期間を限ってするものとする。
３ 　第１項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談委員（以下「委員」という。）と称する。
 　（周知等）
第 ３条　総務大臣は、前条第１項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措
置をとるものとする。
２　委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。
 　（意見の陳述）
第 ４条　委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。
 　（規律）
第 ５条　委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様と
する。
２　委員は、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。
３　委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
 　（解嘱）
第 ６条　総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第２条第１項の規定による委嘱を解くことができる。
　一　心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
　二　業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
　三　委員たるにふさわしくない非行があった場合
　（指導）
第７条　委員は、その業務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。
 　（費用）
第８条　委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。
２　委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
　　　附　則　（略）

※ 行政相談委員法第２条第１項第１号については、復興庁設置法により、同庁が廃止されるまでの間、「並びに国家行政組織法」
を「、復興庁並びに国家行政組織法」と読み替える。
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